
 
島根大学医学部附属病院では、2020年度より看護師特定行為研修を開講しています。 

2026年度の受講生を、下記のとおり募集します。 

 

【定 員】区分別科目の定員はそれぞれ５名を上限とし、領域別パッケージの定員は３名を上限とする。 

【応募資格】①看護師免許を有し、取得後、通算３年以上の看護実務経験を有すること 

②所属長の推薦を有すること 

③看護職賠償責任保険制度に加入していること 

【研修期間】2026 年４月～2027 年３月（１年間） 

【開講する区分別科目・領域別パッケージ】 

・創傷管理関連 
・動脈血液ガス分析関連  
・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 
・血糖コントロールに係る薬剤投与関連 
・循環動態に係る薬剤投与関連 
・術中麻酔管理領域パッケージ（６区分８行為） 

【応募期間】2025年11月17日（月）～2025年12月24 日（水）※必着 

【応募方法】募集要項・応募書類を当院看護部 HP よりダウンロードいただけます。 
応募書類に必要事項を記入の上、下記まで送付してください。 
詳細につきましては募集要項をご確認ください。 

医師、特定行為研修修了者がしっかりサポートします！ 

院内外問わず多くの看護職の方のご応募をお待ちしています。 

 

 

  

国立大学法人 島根大学医学部附属病院 

2026年度看護師特定行為研修 
受講生募集 

【お問合せ・送付先】 〒693-8501 島根県出雲市塩冶町 89-1 

島根大学医学部総務課企画調査係 看護師特定行為研修担当 

TEL：0853-20-2019 Mail：mga-kikaku@office.shimane-u.ac.jp 

受講生の声 

○日々の看護実践を裏付けるためのアセスメント能力を身につけ深めることができます。特定行為の実践を  
通して看護の質向上を目指します。 

○解剖生理や病態生理を改めて学ぶことができ、スキルアップになりました。医療の今後を見据え、自らが
地域医療で活躍できることが楽しみです。 

〈看護部HP〉 
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